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白
澤
避
怪
図
を
広
め
る
人
々
―
山
岳
信
仰
と
白
澤
避
怪
図
―

熊　

澤　

美　

弓

は
じ
め
に

　

中
国
発
祥
の
神
獣
白
澤
は
、
日
本
に
お
い
て
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
資
料
や
そ
れ
を
も
と
に
し
て
記
さ
れ
た
文
献
の
中
で
想
像
上
の
生
き

物
の
一
種
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
名
を
冠
し
た
書
名
と
し
て
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
文
献
に
名
前
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、そ
れ
以
外
に
、多
く
は
絵
画
と
い
う
形
で
そ
の
姿
を
視
覚
化
し
た
資
料
も
存
在
す
る
。
特
に
江
戸
時
代
に
お
い
て
、さ
ま
ざ
ま
な
人
々

に
よ
る
肉
筆
画
が
描
か
れ
る
が
、
一
方
で
「
刷
り
物
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
形
態
で
の
広
ま
り
が
あ
る
。

　

刷
り
物
に
つ
い
て
は
、「
白
沢
図
」
や
「
白
澤
像
」
と
し
て
江
戸
時
代
の
出
版
目
録
に
も
複
数
掲
載）

1
（

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
形
態
や
描
か
れ

た
内
容
に
つ
い
て
は
詳
し
い
記
述
が
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
現
段
階
で
は
不
明
だ
が
、
書
肆
に
お
い
て
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
販
売
し
て
い
た
と
い
う
明
確
な
記
録
は
な
い
が
、
江
戸
中
期
以
降
に
宗
教
者
に
よ
る
頒
布
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
確
認
さ

れ
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
人
々
の
信
仰
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
白
澤
避
怪
図
も
近
年
発
見
さ
れ
て
き
て
い
る
。
書
肆
に
よ
る
販
売
に

つ
い
て
は
、
関
係
書
肆
に
つ
い
て
の
更
な
る
調
査
を
行
い
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
予
定
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
白
澤
避
怪
図
の
刷
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り
物
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
江
戸
時
代
の
宗
教
者
を
取
り
上
げ
、
考
察
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
．
戸
隠
山
と
白
澤
避
怪
図

　

白
澤
避
怪
図
を
配
布
し
て
き
た
宗
教
者
と
し
て
、
長
野
県
に
あ
る
戸
隠
神
社
の
御
師
が
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
て
き
た
。

　

簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
戸
隠
神
社
は
学
問
行
者
に
よ
っ
て
嘉
祥
三
（
八
五
〇
）
年
に
開
山
し
た
と
さ
れ
、『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
で
も
当
時

の
霊
験
所
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る）

2
（

よ
う
に
、
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
に
は
山
岳
霊
場
と
し
て
栄
え
た
場
所
で
あ
る
。
戸
隠
山
谷

三
千
坊
と
も
呼
ば
れ
て
勢
力
を
維
持
し
て
お
り
、
天
台
宗
系
修
験
と
真
言
系
の
修
験
が
併
存
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
応
仁
二

（
一
四
六
八
）
年
に
両
派
に
争
い
が
お
き
た
結
果
、
真
言
系
の
修
験
は
滅
び
る
こ
と
と
な
る
。
慶
長
十
二
（
一
六
〇
七
）
年
に
な
る
と
、
徳

川
家
康
か
ら
領
知
朱
印
状
、
戸
隠
山
法
度
を
う
け
、
寺
領
千
石
を
安
堵
さ
れ
、
東
叡
山
寛
永
寺
の
末
寺
と
な
っ
た
。
寛
永
寺
や
延
暦
寺
か
ら

多
く
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
観
修
院
を
別
当
と
し
て
、
奥
院
・
中
院
・
宝
光
院
そ
れ
ぞ
れ
に
衆
徒
が
い
た
。
そ
の
な
か
で
も
中
院
と
宝

光
院
は
御
師
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
り
、
戸
隠
派
山
伏
や
天
台
寺
院
を
も
管
轄
し
て
い
た
。
明
治
維
新
に
よ
り
、
神
仏
分
離
令
が
出
さ

れ
た
こ
と
で
神
社
と
な
り
、
聚
長）

3
（

た
ち
も
還
俗
を
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
在
は
そ
れ
ぞ
れ
奥
社
・
中
社
・
宝
光
社
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

　

戸
隠
御
師
は
、配
下
に
各
地
の
修
験
を
も
ち
、修
験
を
通
じ
て
信
者
の
組
織
、霞
の
形
成
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
活
動
の
内
容
と
し
て
、『
戸

隠
霊
験
談）

4
（

』
に
群
馬
県
箕
輪
村
に
戸
隠
の
僧
宝
蔵
院
恵
林
が
止
宿
し
た
記
事
や
、
水
内
郡
吉
原
村
に
真
乗
院
が
配
札
に
来
て
い
た
記
事
、
常

楽
院
が
火
防
の
札
を
送
る
記
事
な
ど
が
あ
り
、
戸
隠
御
師
が
自
ら
旦
那
の
元
へ
赴
き
配
札
に
回
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
火
防
の
札
を
送
る
な

ど
の
行
為
を
し
て
い
た
こ
と
が
み
え
る
。
ま
た
、
御
札
配
布
以
外
に
も
、
御
初
穂
の
徴
収
の
為
の
代
官
で
あ
る
手
人
派
遣
や
江
戸
に
お
け
る

開
帳
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

　

戸
隠
山
に
現
在
も
数
多
く
あ
る
宿
坊
の
な
か
で
、
中
社
の
宮
澤
旅
館
、
宝
光
社
の
宮
本
旅
館
に
白
澤
避
怪
図
の
版
木
【
図
1
】【
図
2
】

が
現
存
し
て
い
る
。こ
れ
ら
の
版
木
に
つ
い
て
は
以
前
、拙
稿）

5
（

で
紹
介
し
た
が
、そ
こ
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、戸
隠
で
は
文
化
九（
一
八
一
二
）
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年
に
宮
本
旅
館
の
前
身
で
あ
る
遍
照
院
が
「
白
沢
の
像
」
を
二
枚
配
布
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る）

6
（

。
配
布
し
た
と
い
う
像
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
記
録
が
な
い
た
め
、
同
一
の
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
こ
ろ
に
は
頒
布
を
行
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
宮
澤
旅
館
の
版
木
に
は
、
裏
面
に
前
身
で
あ
っ
た
宝
蔵
院
の
聚
長
の
名
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
宝
暦

十
三
（
一
七
六
三
）
年
か
ら
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
二
月
の
間
に
入
手
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
中
期
以
降
に
戸
隠
で
白
澤
避
怪
図
の
版
木

が
所
持
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
刷
ら
れ
た
札
が
複
数
の
御
師
に
よ
っ
て
頒

布
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
奥
社
か
ら
宝
光
社
ま
で

の
す
べ
て
の
御
師
の
家
に
つ
い
て
、
来
歴
や
所
持
す
る
宝
物
な
ど
に

関
す
る
記
録
と
し
て
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
に
記
さ
れ
た
「
本

坊
並
三
院
衆
徒
分
限
帳）

7
（

」
に
は
、「
白
澤
避
怪
図
」
や
「
白
澤
図
」、

そ
れ
に
類
す
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
戸
隠
山
全
体

と
し
て
配
布
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
宿
坊
が
独
自
に
配
布
し
て

い
た
と
い
う
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、「
戸
隠
山
」
と
い
う
山
名
を

入
れ
た
白
澤
避
怪
図
が
複
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
　

二
．
八
海
山
と
白
澤
避
怪
図

　

戸
隠
山
の
二
つ
の
版
木
の
う
ち
、
宮
本
旅
館
の
も
の
に
非
常
に
よ
く

似
た
、「
八
海
山
」
と
山
名
の
入
っ
た
白
澤
避
怪
図
が
存
在
す
る
。

　

八
海
山
と
は
、
駒
ケ
岳
・
中
ノ
岳
と
と
も
に
越
後
三
山
・
魚
沼
三

【図2】戸隠神社中社宮澤旅館所蔵
白澤避怪図（筆者撮影）

【図 1】戸隠神社宝光社宮本旅館所蔵
白澤避怪図（筆者撮影）
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山
と
称
さ
れ
る
う
ち
の
、
南
魚
沼
に
あ
る
八
海
山
の
こ
と
で
あ
る
。
登
山
の
た
め
の
入
り
口
が
「
城
内
口
」「
大
崎
口
」「
大
倉
口
」
と
大
き

く
三
つ
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
複
数
の
里
宮
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
を
祀
っ
て
い
る
。
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
魚
沼
地
方
に
は
天

台
宗
本
山
派
、
真
言
系
当
山
派
修
験
が
定
着
し
、
八
海
山
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
も
の
の
、
関
連
資
料
は
乏
し

く
、
八
海
山
中
興
の
祖
で
あ
る
普
寛
や
泰
賢
が
あ
ら
わ
れ
る
近
世
中
期
ま
で
は
そ
こ
で
の
活
動
は
不
明
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

8
（

。

　

近
世
後
期
の
八
海
山
信
仰
と
し
て
は
、
鈴
木
昭
英
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
に
そ
の
前
年
上
州

奥
多
野
の
三
笠
山
を
開
山
し
た
普
寛
が
王
滝
口
登
山
道
を
開
い
て
以
降
、
隆
盛
し
て
い
く
が
、
御
嶽
の
兄
弟
山
と
し
て
特
に
新
潟
か
ら
北
関

東
の
御
嶽
講
や
そ
の
影
響
化
の
八
海
山
講
の
崇
敬
を
集
め
て
お
り
、
関
東
の
登
山
講
衆
に
も
重
視
さ
れ
た
。
一
般
的
な
講
の
よ
う
に
、
そ
の

中
に
講
元
・
先
達
が
お
り
、
地
元
に
は
山
内
を
案
内
す
る
山
先
達
が
い
た
の
で
、
山
麓
の
社
寺
は
登
山
者
の
着
到
所
と
し
て
の
役
割
を
持
っ

た
。
そ
こ
で
祈
祷
や
祭
祓
を
行
い
、
守
札
を
頒
布
、
さ
ら
に
宿
泊
所
と
な
り
、
堂
舎
・
山
小
屋
を
管
理
し
て
は
い
た
が
、
講
社
を
自
ら
組
織
、

支
配
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
の
神
仏
分
離
令
と
修
験
道
廃
止
に
よ
っ
て
、
講
中
の
先
達
行
者
は
神
道
十
三
派
に
属
し
、
教
導
職
の

資
格
を
も
っ
て
祈
祷
・
卜
占
な
ど
の
宗
教
活
動
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た）

9
（

。『
八
海
山
開
闢
伝
紀）

10
（

』
に
お
い
て
、
大
木
食
行
者
普
寛
と
二
代
目

行
者
泰
賢
の
二
人
が
御
嶽
山
・
八
海
山
・
武
尊
山
の
中
興
開
闢
を
し
た
と
し
、
ま
た
、
執
筆
し
た
三
代
目
の
普
明
自
身
も
信
州
木
曽
駒
嶽
野

州
長
野
北
辰
獄
修
行
の
立
場
か
ら
中
興
開
闢
を
行
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
、
鈴
木
氏
は
当
時
か
ら
御
嶽
山
・
八
海
山
・
武

尊
山
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

湯
本
豪
一
氏
『
日
本
幻
獣
図
説）

11
（

』
に
こ
の
八
海
山
の
白
澤
避
怪
図

【
図
3
】
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
た
び
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。

二
〇
〇
〇
年
に
入
る
間
際
に
古
書
店
か
骨
董
店
経
由
で
入
手
し
た
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
な
来
歴
な
ど
の
記
述
や
添
付
文
書
は

存
在
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た）

12
（

。
大
き
さ
は
七
十
八
・
〇
×

二
九
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
一
枚
も
の
で
あ
る
が
、
中
央
の
折
れ

【図3】湯本豪一氏所蔵八海山
白澤避怪図（筆者撮影）
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目
の
部
分
か
ら
破
れ
が
生
じ
て
お
り
、
後
ろ
か
ら
紙
を
貼
り
付
け
て
補
修
が
行
わ
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
提
示
し
た
戸
隠
山
の
宮
本
旅
館
所
蔵

の
白
澤
避
怪
図
と
比
べ
る
と
、
戸
隠
の
も
の
に
比
べ
て
「
八
海
山
」
と
い
う
山
名
が
中
央
上
部
に
非
常
に
大
き
く
書
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、

文
章
と
絵
の
エ
リ
ア
が
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
絵
の
上
部
の
周
り
を
囲
む
よ
う
に
文
字
が
配
列
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

描
か
れ
て
い
る
絵
は
非
常
に
良
く
似
て
い
る
。

三
．
武
甲
山
と
白
澤
避
怪
図

（
一
）
武
甲
山

　

武
甲
山
と
は
、
埼
玉
県
西
部
、
秩
父
市
と
秩
父
郡
横
瀬
町
の
境
に
あ
る
山
の
名
で
あ
る
。『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿）

13
（

』
で
は
、「
一
に
秩
父

カ
嶽
と
も
云
へ
り
。
こ
の
山
は
武
蔵
國
第
一
の
高
山
に
て
、
世
に
聞
へ
た
る
名
嶽
な
り
、
秩
父
は
も
と
よ
り
山
國
に
て
、
萬
重
の
山
多
き
が

中
に
も
、
最
も
高
く
聳
へ
た
れ
ば
、
秩
父
嶽
と
よ
べ
る
も
理
り
な
り
、
或
は
妙
見
山
と
も
唱
へ
し
と
も
い
ぶ
か
し
」
と
し
て
、「
秩
父
カ
嶽
」

「
妙
見
山
」
な
ど
と
も
呼
び
方
が
あ
り
、
武
蔵
の
国
の
第
一
の
高
山
に
し
て
名
山
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
七
七
一
頃

ま
で
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
坂
東
札
所
の
ひ
と
つ
、
岩
殿
山
正
法
寺
の
縁
起）

14
（

の
冒
頭
に
は
、
役
小
角
が
伊
豆
大
島
に
流
さ
れ
た
際
に
、「
夜

は
雲
路
を
凌
、
豆
相
武
州
の
靈
山
に
飛
行
仕
給
ひ
て
」、
つ
ま
り
伊
豆
大
島
か
ら
関
東
地
方
へ
夜
ご
と
渡
っ
て
き
て
、
無
類
秘
法
を
修
め
て

い
た
こ
と
が
見
え
る
。
ま
た
、「
武
州
に
は
秩
父
の
三
峯
、
武
甲
山
、

三
獄
、
入
間
の
葛
城
の
嶺
、
比
企
郡
岩
殿
山
の
大
峯
｛
俗
に
大
峯

の
臺
と
云
ふ
｝、
石
坂
野
の
葛
城
｛
俗
に
物
見
山
と
云
ふ
｝、
其
外
小
角
飛
行
の
靈
山
數
多
し
」
と
し
て
、
当
時
の
伊
豆
・
相
模
・
武
州
の
霊

山
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
武
甲
山
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
来
武
蔵
国
で
は
有
名
な
霊
山
で
あ
り
、
後
述
す
る
が
、
周

辺
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
は
信
仰
の
対
象
で
も
あ
り
、
神
奈
備
山
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
昭
和
四
〇
年
代
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
セ
メ
ン
ト
需
要
が
急
増
、
さ
ら
に
西
武
鉄
道
秩
父
線
の
開
通
に
よ
る
三
菱
鉱
業
セ
メ
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ン
ト
の
誘
致
な
ど
が
行
わ
れ
、
大
量
の
石
灰
岩
の
採
掘
が
武
甲
山
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
た
め
山
上
部
か
ら
山
頂
に
か
け
て
山
は
大
き

く
削
ら
れ
、
昭
和
五
〇
（
一
九
七
五
）
年
に
は
山
頂
の
武
甲
山
御
嶽
神
社
奥
社
を
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
下
に
移
転
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
学

術
的
な
総
合
調
査
が
実
施
さ
れ
、
昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）
年
に
報
告
書
が
作
成
さ
れ
た
。

　

武
甲
山
御
嶽
神
社
の
縁
起
と
し
て
は
、
日
本
武
尊
が
東
征
し
た
お
り
、
山
頂
に
武
具
を
埋
め
て
関
東
鎮
護
と
し
た
こ
と
が
は
じ
ま
り
と
さ

れ
、
欽
明
天
皇
の
御
代
に
日
本
武
尊
を
主
神
と
し
、
男
大
述
尊
、
広
国
押
武
金
日
天
皇
を
合
わ
せ
祀
り
、
戦
国
時
代
に
兵
火
に
遭
い
焼
失
す

る
も
、
北
条
氏
邦
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、「
武
甲
山
御
嶽
神
社
」
と
な
っ
た
の
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

前
身
は
山
上
に
あ
っ
た
蔵
王
権
現
社
で
あ
り
、
そ
の
他
に
熊
野
権
現
社
・
大
通
両
権
現
社
や
そ
の
末
社
が
、
ま
た
、
関
係
す
る
寺
院
と
し
て

金
玉
寺
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
文
化
十
二
（
一
八
一
五
）
年
『
武
蔵
野
話）

15
（

』
で
は
「
止
（
マ
マ
）武
光
山
は
麓
よ
り
山
上
ま
で
行み
ち

程の
り

五
十
町

あ
り
て
山
上
に
蔵
王
権
現
熊
野
三
社
の
叢や
し
ろ祠
あ
り
て
傍
に
鐘
あ
り
。（
中
略
）
爰
に
記
す
所
の
金
玉
寺
さ
だ
め
て
修
験
者
な
る
べ
し
。
し
か

れ
ど
も
今
金
玉
寺
の
か
た
な
し
。
や
う
や
く
貞
享
年
間
の
事
な
れ
ば
今
し
れ
ざ
る
程
の
年
代
に
て
も
な
し
。
横
瀬
村
の
者
に
問
に
し
れ
ず
。

今
は
森
屋
氏
こ
の
祠や
し
ろを

守
れ
り
。」
と
し
て
貞
享
年
間
（
一
六
八
四
〜
一
六
八
八
）
に
は
あ
っ
た
も
の
の
、
現
在
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。「
秩
父
の
歴
史
略
年
表
」
で
は
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
三
月
に
武
甲
山
山
頂
の
秩
父
山
金
玉
寺
に
梵
鐘
が
奉
納
さ
れ
た
と

い
う
記
事
を
挙
げ
、
こ
の
時
期
以
降
、
金
玉
寺
に
関
す
る
資
料
は
み
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
同
記
事
に
関
連
し
た
考
察

と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

16
（

。

　

こ
の
時
期
以
降
、
金
玉
寺
に
付
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
蔵
王
権
現
（
社
）
が
独
立
、
山
頂
具
に
定
着
す
る
。
こ
の
権
現
が
修
験

系
の
、
神
仏
習
合
か
ら
生
ま
れ
た
信
仰
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
武
甲
山
の
場
合
、
こ
れ
を
管
理
・
経
営
す
る
の

は
神
職
者
で
あ
る
。
中
世
末
期
に
成
立
し
た
と
す
る
棟
札
を
も
っ
て
い
た
熊
野
権
現
社
も
神
職
者
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
相
対
的

に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
山
に
か
か
わ
る
信
仰
的
・
歴
史
的
背
景
の
な
か
に
、
仏
教
色
を
敬
遠
す
る
古
神
道
的
性
格
が
よ
こ
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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つ
ま
り
、
武
甲
山
で
は
修
験
系
の
信
仰
が
あ
り
、
仏
教
が
関
わ
る
時
期
も
あ
っ
た
も
の
の
、
古
神
道
的
性
格
が
強
く
、
仏
教
色
は
定
着
し

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宝
暦
か
ら
天
明
頃
に
記
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
秩
父
風
土
記）

17
（

」
に
は
、「
武
甲
庄　

横
瀬
村
」
と
し
て
、「
秩

父
山
金
玉
寺
神
主
ハ
守
屋
氏
四
人
森
屋
の
字
に
ハ
無
之
候　

増
氏
二
人
有
之
候　

蔵
王
大
権
現　

二
十
八
代
安
閑
天
皇
武
金
日
尊
と
申
奉
也

　

大
通
龍
大
権
現　

日
本
武
尊
十
二
代
景
行
天
皇
之
御
子　

熊
野
大
権
現　

速
玉
男
尊
事
解
男
之
命
」
と
あ
り
、
金
玉
寺
と
言
い
つ
つ
も
そ

の
管
理
は
「
神
主
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
山
上
に
あ
っ
た
社
殿
に
つ
い
て
は
、
書
物
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
書
か
れ
方
を
し
て
い
る
。

　

享
保
一
二
（
一
七
二
七
）
年
の
年
号
が
あ
る
覚
え
書
き
に
は
、
武
甲
山
蔵
王
権
現
神
主　

守
屋
越
前
、
武
甲
山
蔵
王
権
現
末
社　

大
通
両

権
現　

社
人　

守
屋
丹
後
、
武
甲
山
蔵
王
権
現
末
社　

熊
野
権
現　

社
人　

守
屋
薩
摩
、
諏
訪
大
明
神　

守
屋
越
前
支
配　

増
吉
之
助
と
い

う
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
出
て
く
る）

18
（

。
ま
た
、「
村
鑑
帳
面
之
写
」
と
し
て
、
武
甲
山
の
小
社
な
ど
の
記
録
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
る
と
、
享
保

十
二
年
に
は
前
述
の
蔵
王
権
現
・
大
通
両
権
現
・
熊
野
権
現
・
諏
訪
大
明
神
に
加
え
て
、
丹
生
明
神
・
天
狗
社
・
愛
宕
山
・
鎰
取
明
神
・
諏

訪
明
神
・
白
髪
明
神
と
い
っ
た
小
社
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
に
は
こ
れ
に
加
え
て
神
明
宮
・
山
神
の

小
社
も
増
え
て
い
る）

19
（

。

　

延
享
三
（
一
七
四
六
）
年
に
は
、
忍
藩
江
戸
屋
敷
か
ら
秩
父
代
官
所
に
、
幕
府
巡
検
使
が
来
る
こ
と
が
通
達
さ
れ
、
そ
の
巡
検
使
に
提
出

す
る
た
め
の
書
類
作
成
の
た
め
か
、
武
甲
山
神
主
越
前
か
ら
山
上
の
社
に
関
す
る
報
告
書
が
出
さ
れ
て
い
る）

20
（

が
、
こ
こ
に
は
「
武
甲
山
蔵
王

大
権
現
本
社
其
外
末
社
十
弐
社
祭
礼
小
屋
三
軒
」
と
あ
り
、
祭
礼
小
屋
も
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

21
（

。

　

文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
の
頃
に
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿）

22
（

』
で
は
、「
横
瀬
村
」
に
「
蔵
王
権
現
社
」
と
し
て
「
武

甲
山
の
頂
上
に
あ
り
除
地
三
段
神
主
守
屋
越
前
吉
田
家
の
配
下
な
り
」
と
あ
る
。
祀
る
の
は
日
本
武
尊
、
蔵
王
権
現
（
押
武
金
日
尊
）、
少

彦
名
命
、
大
男
迹
尊
、
継
体
天
皇
、
薬
師
仏
で
あ
り
、
山
上
に
は
本
社
、
拝
殿
、
鐵
灯
籠
一
対
、
木
華
表
三
基
、
丁
計
の
石
、
奥
院
、
明
王

権
現
社
、
大
天
狗
社
、
秋
葉
社
、
山
神
社
、
日
本
武
尊
碑
、
撞
鐘
堂
が
あ
り
、
東
照
宮
奉
納
の
刀
な
ど
の
宝
物
を
有
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
山
上
に
と
も
に
あ
っ
た
熊
野
権
現
社
に
つ
い
て
は
、「
此
社
を
末
社
と
は
唱
ふ
れ
ど
も
本
社
に
な
ら
び
て
構
も
大
き
く
殊
に
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旧
き
さ
ま
な
り
除
地
三
段
神
主
守
屋
大
隅
吉
田
家
の
配
下
な
り
」
と
あ
り
、
熊
野
権
現
の
末
社
と
し
て
、
浅
間
八
旗
合
社
、
白
鬚
社
、
保
食

社
、
天
狗
社
、
道
祖
神
社
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
、
大
通
両
権
現
は
「
奥
院
の
側
に
あ
り
除
地
六
畝
大
宮
郷
園
田
筑
前
が
触
下
守
屋
兵
庫
が

管
す
る
所
な
り
」
と
し
て
、
猿
田
彦
命
、
天
鈿
女
命
を
祀
る
と
し
、
八
幡
社
、
高
根
社
、
駒
形
社
を
末
社
と
す
る
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
建
物
に
つ
い
て
は
、「
寺
社
境
内
間
数
庵
宮
小
社
石
地
蔵
道
印
御
引
合
之
上
御
調
書）

23
（

」
に
「
武
甲
山
鎮
座
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う

な
記
載
が
あ
る
。

「
武
甲
山
蔵
王
権
現
宮
桧
皮
葺　

梁
間
八
尺
八
寸
六
分　

桁
行
壱
丈
四
尺
六
分　

神
楽
殿
板
葺　

梁
間
九
尺　

桁
行
壱
丈
弐
尺　

鉄
燈

籠
壱
対　

高
サ
七
尺
六
寸
五
分　

鐘　

高
サ
弐
尺
五
寸　

経
壱
尺
七
寸
五
分　

雨
覆
板
葺　

五
尺
五
寸
四
方
／
字
的
所　

木
華
表
壱
基

　

高
サ
九
尺
五
寸
四
分
／
字
生
川　

木
華
表
壱
基　

高
サ
一
丈
弐
尺
八
寸
／
字
廣
芝　

木
華
表
壱
基　

高
サ
一
丈
弐
尺
四
寸　

丁
印
石

上
下
九
拾
六
本　

末
社　

奥
の
院　

明
王
権
現
宮
板
葺　

横
弐
尺
奥
行
三
尺
三
寸
六
分　

秋
葉
権
現
宮
板
葺　

横
壱
尺
弐
寸　

奥
行
三

尺
六
寸
弐
分　

大
天
狗
宮
板
葺　

横
壱
尺
八
寸
八
分　

奥
行
三
尺
壱
寸
六
分
／
字
高
橋　

山
神
宮
板
葺　

横
壱
尺
八
分
奥
行
三
尺
八

分
」

「
武
甲
山
蔵
王
権
現
末
社
奥
の
院　

大
通
両
権
現
宮
板
葺　

横
壱
尺
八
寸
八
分
奥
行
壱
尺
八
寸
八
分　

八
幡
宮
板
葺　

横
壱
尺
弐
寸
八

分
奥
行
壱
尺
八
寸
八
分　

高
根
権
現
宮
板
葺　

横
壱
尺
七
寸
弐
分
奥
行
弐
尺
九
寸
六
分　

駒
形
宮
板
葺　

横
壱
尺
五
寸
八
分
奥
行
弐
尺

六
寸
」

「
武
甲
山
鎮
座
蔵
王
権
現
末
社　

熊
野
権
現
宮
板
葺　

梁
間
六
尺
弐
寸
四
分　

桁
行
九
尺
五
寸
三
分　

末
社　

浅
間
八　

宮
板
葺　

横

弐
尺
奥
行
弐
尺
八
寸
／
大
破
ニ
付
取
毀
置
候
旨
追
而
願
之
上
再
建
仕
度
段
申
聞
候
／
白
髪
明
神
板
葺　

横
弐
尺
奥
行
弐
尺
八
寸　

保
食

明
神
宮
板
葺　

横
壱
尺
八
寸
奥
行
弐
尺
三
寸　

天
狗
宮
板
葺　

横
壱
尺
弐
寸
奥
行
壱
尺
九
寸　

道
祖
神
宮
板
葺　

横
八
寸
三
分
奥
行
壱

尺
五
分
」
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天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
頃
か
ら
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
『
秩
父
志）

24
（

』
で
は
、

武
甲
山
本
社
は
此
嵩
頂
上
南
面
に
在
り
て
蔵
王
四
坐
大
権
現
、
祭
神
日
本
武
尊
、
武
金
日
命
、
少
名
彦
命
、
大
男
迹
命
四
坐
、
御
除
地

三
段
歩
、
神
主
守
屋
越
前
守
、
吉
田
殿
配
下
拝
殿
一
宇
。
○
奥
社
、
本
社
の
東
頂
上
に
町
在
（
マ
マ
）、
大
通
龍
大
権
現
称
、
祭
神
日
本
武
命
、

神
主
守
屋
兵
庫
頭
今
止
家
。
末
社
三
宇
各
小
大
天
狗
社
秋
葉
社
山
神
社
。
○
熊
野
大
権
現
列
社
、
大
一
宇
。
御
除
地
三
段
歩
、
祭
神
速

玉
男
命
、
一
坐
。
神
主
守
屋
大
隅
守
、
吉
田
殿
配
下
。
末
社
四
宇
各
小
浅
間
、
八
旗
合
社
、
白
鬚
社
、
保
食
社
、
天
狗
社
、
奥
鳥
栖
一

基
額
、
行
舎
二
宇
、
本
社
二
丁
下
に
有
り
。

と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
通
両
権
現
社
は
蔵
王
権
現
院
の
奥
院
、
熊
野
権
現
社
は
蔵
王
権
現
社
の
末
社
と
も
さ
れ
、
諸
社
の
統
括
は
蔵
王

権
現
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
、
山
上
に
は
そ
れ
な
り
の
建
物
が
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
天
保
三
（
一
八
三
八
）
年
の
『
天

保
巡
検
日
記）

25
（

』
に
武
光
山
登
山
の
記
述
に
よ
る
と
、「
上
り
詰
め
て
本
社
あ
り
、
相
應
之
大
社
に
し
て
熊
野
権
現
を
勧
請
す
、
常
に
は
人
も

参
詣
せ
ず
、
又
社
人
も
住
居
せ
ざ
る
所
に
て
、
雲
気
深
く
社
邊
樹
梢
よ
り
さ
る
を
か
せ
夥
し
く
垂
て
地
を
拂
ひ
雲
烟
の
ご
と
し
」
と
あ
り
、

ま
た
、『
遊
歴
雑
記）

26
（

』
で
も
「
当
山
に
鎮
座
す
る
神
は
蔵
王
と
熊
野
と
二
社
な
り　

神
職
は
麓
に
住
て
四
月
よ
り
頂
上
に
移
住
し
来
賓
を
待

と
ぞ
」
と
あ
り
、『
天
保
巡
検
日
記
』
蔵
王
権
現
で
は
な
く
熊
野
権
現
を
本
社
と
呼
ん
だ
り
、『
遊
歴
雑
記
』
で
は
大
通
両
権
現
に
つ
い
て
は

触
れ
て
い
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
も
の
の
、
山
上
の
社
は
無
住
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
現
在
で
も
そ
う
で
、
普
段
は
宮
司

は
麓
で
暮
ら
し
て
お
り
、
山
開
き
な
ど
の
儀
式
の
際
に
登
頂
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る）

27
（

。
台
風
な
ど
で
た
び
た
び
大
破
や
倒
壊
が
起
き
、
そ
の

再
建
許
可
を
求
め
る
講
が
行
わ
れ
た
り
、
再
建
許
可
願
が
何
度
も
提
出
さ
れ
た
り
し
て
い
る）

28
（

。

　

明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
、
神
社
合
祀
令
に
よ
り
、
蔵
王
権
現
社
が
村
社
御
嶽
神
社
と
な
り
、
熊
野
権
現
も
合
祀
さ
れ
た
。
武
甲
山
麓

の
横
瀬
町
に
は
、
武
甲
山
御
嶽
神
社
の
里
宮
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
資
料
に
も
み
え
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
は
代
々
守
屋
氏
が
受
け
継
い
で

い
た
が
、
現
在
の
宮
司
は
斎
藤
国
弘
氏
（
昭
和
二
十
一
年
生
ま
れ
）
で
、
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
か
ら
宮
司
を
つ
と
め
て
い
る
。
先
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程
か
ら
「
武
甲
山
御
嶽
神
社
」
と
文
中
で
は
呼
称
し
て
い
る
が
、
斎
藤
氏
に
よ
る
と）

29
（

、
神
社
帳
に
登
録
し
て
い
る
名
前
は
「
御
嶽
神
社
」
で

あ
り
、「
武
甲
山
」
は
他
の
御
嶽
神
社
と
区
別
を
つ
け
る
た
め
に
「
武
甲
山
」
を
付
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

武
甲
山
御
嶽
神
社
に
属
し
て
活
動
す
る
山
伏
の
存
在
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
秩
父
の
歴
史
略
年
表
」
で
は
葛
西
八
郎
清
基

が
熊
野
権
現
社
（
那
智
）
に
願
文
を
奉
納
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
一
五
九
九
年
ま
で
秩
父
出
身
者
ら
の
熊
野
信
仰
を
示
す
記
録
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る）

30
（

。
ま
た
、
一
二
三
五
年
に
は
秩
父
神
社
が
落
雷
の
た
め
炎
上
し
、
そ
れ
以
降
、
妙
見
菩
薩
を
合
祀
し
秩
父
妙
見
宮
と
な
っ
た

こ
と
も
あ
げ
、
秩
父
神
社
は
妙
見
信
仰
の
神
体
山
で
あ
る
武
甲
山
の
遙
拝
所
と
し
て
の
拠
点
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る）

31
（

。
文
化
九

（
一
八
一
二
）
年
に
執
筆
の
始
ま
っ
た
『
遊
歴
雑
記）

32
（

』
は
、
そ
の
な
か
で
武
甲
山
の
こ
と
を
「
是
大
宮
宿
妙
見
尊
の
奥
の
院
な
り
と
い
ふ
」

と
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
周
辺
地
区
に
「
観
音
三
十
四
カ
所
」
の
存
在
が
あ
り
、
こ
れ
も
武
甲
山
を
信
仰
の
対
象
に
考
え
て
い
た
と
さ
れ
、

関
連
す
る
修
験
が
在
住
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
斎
藤
氏
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
現
在
の
武
甲
山
御
嶽
神
社
と
は
こ
れ
ら
の
信
仰
と

は
関
係
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
武
甲
山
の
御
嶽
神
社
の
こ
と
を
、
横
瀬
の
人
々
は
「
武
甲
山
さ
ま
」
と
呼
ぶ
そ
う
で
あ

る）
33
（

。
つ
ま
り
、
他
に
武
甲
山
は
秩
父
に
お
け
る
神
奈
備
山
で
あ
り）

34
（

、
山
自
体
を
神
体
と
み
て
い
る
信
仰
が
複
数
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
武
甲

山
御
嶽
神
社
＝
武
甲
山
と
い
う
意
識
が
地
元
の
人
々
に
は
強
く
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

（
二
）　

埼
玉
県
飯
能
市
郷
土
館
所
蔵
加
藤
樹
家
護
符

　

こ
の
武
甲
山
の
名
が
見
え
る
白
澤
の
札
が
、
埼
玉
県
飯
能
市
郷
土
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。「
加
藤
樹
家
護
符
」
と
名
付
け
ら
れ
た

資
料
群
の
な
か
に
あ
っ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
加
藤
樹
家
護
符
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
飯
能
市
郷
土

館
の
村
上
達
哉
氏
の
論
文
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
加
藤
家
は
、
埼
玉
県
飯
能
市
名
栗
と
い
う
と
こ
ろ
に
所
在
す
る
家
で
、
も
と
も
と

松
木
に
あ
っ
た
も
の
が
江
戸
の
終
わ
り
に
現
在
位
置
に
移
転
し
て
き
た
。
移
住
当
時
は
、
畳
屋
と
養
蚕
が
主
な
生
業
だ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い

る
。

　

こ
の
加
藤
家
の
敷
地
内
に
あ
っ
た
土
蔵
の
二
階
か
ら
発
見
さ
れ
た
の
が
、護
符
を
中
心
と
し
た
資
料
群
で
あ
る
。平
成
二
十
二（
二
〇
一
〇
）
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年
に
加
藤
樹
氏
に
よ
り
飯
能
市
郷
土
館
に
寄
贈
さ
れ
、
資
料
館
学
芸
員
に
よ
る
整
理
と
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
数
は
、
三
四
七
五
点
に
も

及
ぶ
と
言
わ
れ
る
。
寄
贈
者
の
計
ら
い
で
、
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
に
わ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
資
料
全
体
と
し
て
は
弘
化
三
（
一
八
四
六
）

〜
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
に
か
け
て
の
年
代
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
加
藤
樹
家
文
書
の
護
符
に
つ
い
て
、
村
上
達
哉
氏
が
、
護
符
の

配
布
を
し
た
神
社
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
所
在
が
明
ら
か
な
神
社
は
一
五
〇
か
所
、
不
明
な
も
の
が
五
四
か
所
と
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
加
藤
家
が
目
立
っ
て
多
く
の
護
符
の
配
布
を
受
け
て
い
る
寺
社
、
お
そ
ら
く
講
な
ど
に
参
加
し
複
数
年
に
わ
た
り
護
符

の
配
布
を
受
け
て
い
る
寺
社
、
遠
方
だ
が
御
師
を
介
在
し
護
符
の
配
布
を
受
け
て
い
る
寺
社
、
檀
那
寺
を
初
め
と
し
た
居
住
区
近
隣
に
所
在

す
る
寺
社
、
参
詣
の
際
に
護
符
を
求
め
た
と
思
わ
れ
る
寺
社
と
い
う
区
分
に
よ
り
細
分
化
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
複
数
年
に
わ
た
り

護
符
を
う
け
て
い
た
神
社
と
し
て
は
、
大
山
（
神
奈
川
）
や
、
武
蔵
御
嶽
神
社
、
榛
名
山
、
富
士
山
、
高
山
不
動
、
成
田
山
新
勝
寺
、
三
峰

神
社
、
古
峯
神
社
、
子
の
権
現
、
秩
父
御
嶽
神
社
、
高
尾
山
（
薬
王
院
）、
川
崎
大
師
な
ど
の
近
隣
寺
社
が
多
い
。
し
か
し
、
資
料
全
体
を

見
て
み
る
と
、
東
北
・
関
東
・
甲
信
越
・
東
海
・
関
西
・
四
国
・
中
国
・
九
州
と
、
ひ
ろ
く
全
国
に
わ
た
っ
て
い
る）

35
（

。

　

こ
の
よ
う
な
資
料
で
あ
る
加
藤
樹
家
護
符
の
な
か
で
も
一
一
群
と
し
て
分
類
さ
れ
る
ま
と
ま
り
の
な
か
に
、
武
甲
山
の
名
が
書
か
れ
た
白

澤
避
怪
図
【
図
4
】
が
含
ま
れ
て
い
た
。
村
上
氏
に
よ
る
調
査
と
検
討
に
よ
れ
ば
、
一
一
群
は
基
本
的
に
紙
資
料
で
あ
り
、
お
お
よ
そ
の
年

代
と
し
て
は
弘
化
三
年
か
ら
明
治
二
十
八
（
一
八
九
五
）
年
の
間
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
武
甲
山
（
武
甲
山
御
嶽
神
社
）

の
護
符
の
点
数
は
二
十
四
点
で
あ
り
、
加
藤
樹
家
護
符
全
体
の
〇
・
六
九
％
と
な
っ
て
い
る）

36
（

。
加
藤
樹
家
は
前
述
の
通
り
埼
玉
県
飯
能
市
上

名
栗
に
居
住
し
て
お
り
、
武
甲
山
は
居
住
区
で
は
な
く
、
そ
の
隣

接
市
町
と
な
る
。
そ
の
区
分
の
な
か
で
見
て
も）

37
（

、
武
甲
山
の
護
符

の
割
合
は
決
し
て
低
く
は
な
い
。

　

白
澤
避
怪
図
の
大
き
さ
は
、
五
十
七
・
五
×
二
〇
・
六
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
中
央
付
近
で
二
紙
を
繋
ぎ
合
せ
て
い
る
。
こ

れ
は
上
部
に
文
言
、
下
部
に
白
澤
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

【図4】飯能市郷土館所蔵
武甲山白澤避怪図（筆者
撮影）
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は
、
戸
隠
山
や
八
海
山
の
札
と
も
形
式
は
同
じ
だ
が
、
上
部
の
文
言
は
『
渉
世
録
』
の
全
文
で
は
な
く
冒
頭
部
分
の
み
で
あ
り
、
構
図
は
類

似
し
て
い
る
も
の
の
、
人
と
い
う
よ
り
は
正
面
か
ら
見
た
獣
の
顔
で
あ
る
。
描
か
れ
て
い
る
白
澤
も
、
戸
隠
山
や
八
海
山
の
札
と
は
あ
ま
り

似
て
い
な
い
。
文
章
の
省
略
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
聡
氏
が
指
摘
す
る
白
澤
資
料
に
お
け
る
辟
邪
理
念
の
簡
略
化）

38
（

が
関
係
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
元
々
の
詳
細
に
怪
異
の
内
容
を
記
し
細
密
な
絵
を
添
え
て
い
た
白
澤
避
怪
図
か
ら
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
簡

略
化
さ
れ
、
文
章
や
絵
が
簡
潔
で
も
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
絵
の
み
・
文
の
み
で
も
そ
の
効
果
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う）

39
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
調
査
を
重
ね
考
察
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
戸
隠
の
白
澤
避
怪
図
の
確

定
し
て
い
る
年
代
と
武
甲
山
の
白
澤
避
怪
図
の
推
定
年
代
の
差
を
考
え
る
と
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

前
述
の
通
り
、
武
甲
山
を
神
体
と
み
る
信
仰
は
複
数
あ
る
が
、
加
藤
樹
家
護
符
で
確
認
し
た
上
で
は
、「
武
甲
山
」
と
い
う
記
述
が
見
ら

れ
る
の
は
武
甲
山
御
嶽
神
社
の
も
の
だ
け
で
あ
っ
た）

40
（

。
武
甲
山
御
嶽
神
社
で
は
四
月
十
五
日
（
祈
年
祭
）・
五
月
一
日
（
山
開
き
）・
十
月
一

日
（
例
大
祭
）
と
い
う
祭
日
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
で
木
製
の
護
符
を
配
布
す
る
。
そ
の
う
ち
四
月
十
五
日
に
は
太
々
神
楽
講
中
・
根
古
屋
地

区
を
中
心
に
、
十
月
一
日
に
は
横
瀬
の
約
一
〇
〇
〇
世
帯
に
配
布
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
九
月
一
日
頃
に
、
横
瀬
の
隣
の
地
区
で
あ
る
山

田
地
区
の
人
た
ち
が
取
り
に
来
る
と
い
う
氷
雨
除
の
護
符
が
あ
る
が
、
白
澤
避
怪
図
の
配
布
な
ど
は
行
わ
れ
て
い
な
い）

41
（

。
し
か
し
、
武
甲
山

と
書
か
れ
た
護
符
＝
武
甲
山
御
嶽
神
社
の
護
符
で
あ
る
と
い
え
る
な
ら
ば
、
現
在
は
来
歴
が
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
武
甲
山
御
嶽
神
社
に

お
い
て
配
布
し
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
髙
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四
．
白
澤
避
怪
図
と
宗
教
者

　

現
在
、
刷
り
物
の
白
澤
避
怪
図
が
確
認
で
き
て
い
る
の
は
以
上
三
ヶ
所
四
点
で
あ
る
。

　

戸
隠
山
は
御
嶽
信
仰
と
い
う
呼
び
方
で
は
な
い
が
、
山
自
体
が
信
仰
の
対
象
で
あ
り
、
戸
隠
山
か
ら
高
妻
山
の
奥
に
あ
る
両
界
山
付
近
ま

で
が
修
験
の
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
修
験
者
が
使
用
し
た
洞
窟
や
岩
屋
で
あ
る
三
十
三
窟
が
山
の
中
腹
に
残
存
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し
て
い
る
。
全
国
に
講
を
持
ち
、
御
師
に
よ
る
配
札
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
複
数
の
修
験
が
存
在
し
て
い
る
地
で
あ
る
。

　

ま
た
、
八
海
山
も
山
自
体
が
信
仰
対
象
で
あ
り
、
前
述
の
通
り
、
中
興
の
祖
で
あ
る
普
寛
は
、
上
州
奥
多
野
三
笠
山
や
木
曽
御
嶽
な
ど
の

山
を
開
き
、
新
潟
か
ら
北
関
東
の
御
嶽
講
も
行
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
御
嶽
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
複
数
の
修
験

が
存
在
し
、
活
動
し
て
い
た
。

　

武
甲
山
も
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
明
治
維
新
ま
で
は
蔵
王
権
現
や
熊
野
権
現
な
ど
の
諸
社
が
存
在
し
た
が
、
そ
れ
以
降
は
武
甲
山

御
嶽
神
社
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
周
辺
に
あ
る
秩
父
三
十
四
ヵ
所
観
音
巡
礼
地
や
秩
父
神
社
に
よ
る
妙
見
信
仰
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰

か
ら
山
自
体
が
神
体
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。「
武
甲
山
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
る
武
甲
山
御
嶽
神
社
は
、
現
在
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
周
辺
の
信

仰
と
直
接
の
か
か
わ
り
は
な
い
と
い
わ
れ
、
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
秩
父
と
熊
野
信
仰
の
か
か
わ
り
や
、
在
郷
の
者
が
一
代
修
験
と
な
る

こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
地
域
に
一
切
修
験
が
関
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
地
域
の
名
が
入
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
来
歴
が
異
な
る
た
め
、
研
究
を
さ
ら
に
深
め
て
い
く
上
で
は
注
意
が
必
要
と
な

る
が
、
こ
う
し
て
四
点
の
白
澤
避
怪
図
の
刷
り
物
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ど
れ
も
山
岳
信
仰
に
関
わ
り
の
あ
る
地
の
名
前
が
入
っ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
こ
で
、
改
め
て
白
澤
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
白
澤
は
祥
瑞
の
獣
の
一
種
で
あ
り
、
話
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。『
三
才
図
会
』

な
ど
で
は
王
の
徳
が
世
間
に
広
が
れ
ば
現
れ
る
存
在
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
東
望
山
に
巡
狩
す
る
途
中
の
海
浜
に
て
中
国
の
五
帝
の

一
人
で
あ
る
黄
帝
と
出
会
い
、
天
下
の
鬼
神
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
を
黄
帝
が
広
め
人
々
を
妖
怪
の
害
か
ら
救
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
白
澤
が
日
本
の
山
岳
信
仰
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
「
山
」
と
結
び
つ
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
視
点
で
見
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
接
点
が
見
い
だ
せ
る
。
た
と
え
ば
、『
抱
朴
子
』
内
篇
十
七
登
渉
に
「
白
澤
図
」
の
記
述
が
あ
る
。

こ
の
章
で
は
、
山
に
入
る
と
き
の
心
得
が
記
さ
れ
て
お
り
、
護
符
の
携
帯
や
鏡
の
所
持
な
ど
様
々
な
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な

か
で
、
山
川
の
廟
堂
で
百
鬼
を
防
ぐ
方
法
と
し
て
「
百
鬼
録
」
や
「
白
澤
図
」、「
九
鼎
記
」
で
鬼
の
名
を
知
れ
ば
鬼
た
ち
は
自
分
か
ら
退
い

て
い
く
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
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ま
た
、日
本
で
は
、旅
行
の
安
全
を
守
る
た
め
に
携
帯
す
る
と
い
う
例
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、例
え
ば
『
旅
行
用
心
集
』
に
お
い
て
は
、「
山

中
に
て
狐
狸
猪
狼
の
類
、
近
付
さ
る
方
」
と
し
て
「
五
岳
、
白
沢
の
両
図
を
懐
中
す
れ
バ
、
旅
中
の
災
難
を
免
れ
、
悪
鬼
、
猛
獣
近
付
こ
と

あ
た
は
す）

42
（

」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
白
澤
の
絵
と
と
も
に
、
白
澤
の
図
を
懐
中
し
て
い
れ
ば
山
海
の
災
難
や
病
苦
を
ま
ぬ
が
れ
る

だ
け
で
な
く
開
運
に
な
る
と
い
う
文
章
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
旅
行
の
際
に
持
ち
歩
く
で
あ
ろ
う
『
旅
中
必
携
五
海
道
中
獨
案

内
記）

43
（

』
と
い
っ
た
案
内
記
や
地
図
類
に
も
白
澤
は
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
白
澤
の
図
は
旅
行
の
安
全
を
守
る
た
め
の
護
符
と
し

て
使
用
さ
れ
て
お
り
、旅
行
の
指
南
書
や
道
中
記
に
載
せ
ら
れ
る
く
ら
い
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
江
戸
時
代
の
旅
行
と
し
て
、

ま
ず
想
定
さ
れ
る
の
は
お
か
げ
ま
い
り
や
そ
れ
に
付
随
し
て
各
地
の
寺
社
を
参
詣
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
寺
社
参
詣
の
流
行
の
な
か
で

旅
の
お
守
り
と
し
て
白
澤
が
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
れ
ま
で
見
て
き
た
刷
り
物
の
白
澤
避
怪
図
を
有
す
る
寺
社
を
考
え
る
と
、

神
道
か
仏
教
か
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
修
験
道
に
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
修
験

道
も
白
澤
も
、
山
に
関
わ
り
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
修
験
道
と
山
の
つ
な
が
り
か
ら
い
き
な
り
中
国
の
道
士
の
山
岳
修

行
に
名
前
が
み
え
る
白
澤
を
即
時
結
び
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
賛
否
両
論
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
中
国
の
道
教
や
霊
獣
、
さ
ら
に
白
澤
に
つ
い

て
の
知
識
が
ど
の
よ
う
に
日
本
に
伝
播
し
、
修
験
道
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
文
化
史
の
な
か
に
位
置
付
け
る
と
い

う
作
業
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
こ
こ
に
提
示
し
て
お
き
た
い
。

◎
ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
宗
教
者
の
配
布
す
る
白
澤
避
怪
図
と
し
て
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
戸
隠
山
の
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ど

う
し
て
も
戸
隠
山
の
白
澤
避
怪
図
の
み
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
、
八
海
山
と
い
う
字
と
と
も
に
刷
ら
れ
た
白
澤
避
怪
図
、

埼
玉
県
飯
能
に
あ
る
飯
能
市
郷
土
資
料
館
が
所
蔵
す
る
武
甲
山
の
白
澤
の
札
が
確
認
で
き
た
。
戸
隠
と
は
違
い
、
ど
ち
ら
も
版
木
の
存
在
ま

で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
の
名
前
が
明
ら
か
に
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
白
澤
避
怪
図
は
決
し
て
戸
隠
山
で
し
か
存
在
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し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
い
え
る
。

　

現
在
、
刷
り
物
と
し
て
の
白
澤
の
札
や
そ
の
版
木
が
確
認
で
き
る
の
は
、
戸
隠
山
、
八
海
山
、
武
甲
山
の
三
か
所
で
あ
る
。
こ
の
三
か
所

の
共
通
項
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
仏
教
的
性
格
や
神
道
的
性
格
の
強
弱
の
差
は
あ
れ
ど
、
修
験
道
や
山
岳
信
仰
に
関
わ
り
が
深
い
地
域

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
寺
院
だ
け
で
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
古
く
か
ら
信
仰
さ
れ
、
あ
る
い
は
他
地
域
と
の
多
く
の
交
流
が
あ
る
地
域
で

あ
る
と
も
い
え
る
。

　

先
程
考
察
し
た
よ
う
に
、『
抱
朴
子
』
で
は
山
岳
修
行
を
す
る
道
士
た
ち
へ
の
章
で
災
い
を
避
け
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
白
澤
図
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
で
も
書
物
の
中
で
山
海
の
災
難
や
病
苦
を
退
け
る
と
さ
れ
、
旅
行
の
際
の
地
図
や
道
中
記
に
そ
の
姿
が

描
か
れ
る
。こ
う
し
て
考
え
る
と
、白
澤
は
山
岳
と
の
関
係
が
意
外
と
深
い
。白
澤
は
単
に
旅
中
の
災
難
全
般
を
避
け
る
だ
け
で
は
な
く
、「
山
」

と
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
は
単
な
る
護
符
の
一
種
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
刷
り
物
と
し
て
の
白
澤
避
怪
図
の
広
が
り
は
、

山
岳
信
仰
や
修
験
、
そ
れ
に
関
わ
る
神
社
仏
閣
と
関
係
す
る
人
々
が
媒
介
者
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
加
藤
樹
家
護
符
を
見
る
と
、
各
地
の
寺
社
の
護
符
配
布
は
広
範
囲
に
わ
た
り
、
ひ
と
つ
の
家
に
各
地
の
御
師
に
よ
っ
て
い
く
つ
も
の

護
符
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
配
布
方
法
の
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
過
程
で
配
布
す
る
御
師
や

媒
介
者
同
士
が
接
触
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

白
澤
避
怪
図
を
配
布
し
た
先
程
の
三
か
所
も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
地
方
の
信
仰
の
中
心
と
な
っ
た
山
岳
で
あ
り
、
白
澤
避
怪
図
に
限
ら
ず
と

も
、
信
仰
す
る
人
々
に
対
し
て
護
符
の
配
布
は
行
わ
れ
て
い
た
。
刷
り
物
の
白
澤
避
怪
図
を
考
察
す
る
中
で
、
八
海
山
と
関
東
の
御
嶽
信
仰

と
の
つ
な
が
り
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
戸
隠
修
験
道
の
復
興
に
は
英
彦
山
の
即
伝
が
関
わ
っ
て
い
た
り
、
以
前
行
っ
た
聞
き
取
り
調

査
に
お
い
て
、
柱
松
神
事
の
復
活
の
際
に
は
他
の
山
岳
信
仰
の
神
社
に
や
り
方
を
再
確
認
す
る
な
ど
し
て
近
隣
の
修
験
の
協
力
が
あ
っ
た
こ

と
も
わ
か
っ
て
い
る
。
現
段
階
で
は
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
資
料
に
関
連
す
る
地
域
な
ど
か
ら
、
少
な
く
と
も
関
東
・
中
部
圏
を
中
心
と
し

た
修
験
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
の
媒
介
の
ひ
と
つ
と
し
て
白
澤
避
怪
図
が
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
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か
。
戸
隠
神
社
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
明
治
維
新
後
の
大
き
な
変
化
に
よ
る
混
乱
が
原
因
で
版
木
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
り
、
そ
の

来
歴
が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
武
甲
山
御
嶽
神
社
の
場
合
も
、
山
上
の
神
社
や
里
宮
の
倒
壊
の
記
録
、
神
社
合
祀

令
に
よ
る
変
遷
な
ど
多
く
の
変
化
が
お
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
白
澤
資
料
の
年
代
確
定
や
そ
の
受
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
簡

単
な
こ
と
で
は
な
く
、
佐
々
木
氏
が
提
示
し
た
辟
邪
理
念
の
簡
略
化
や
寺
社
の
歴
史
、
日
本
全
体
の
歴
史
、
文
化
史
の
流
れ
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
視
点
か
ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
今
後
も
調
査
を
続
け
、
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
宗
教
者
に
よ
る
配
布
以
外
に
も
、
白
澤
避
怪
図
の
頒
布
や
そ
の
配
布
者
か
ら
、
当
時
の
人
々
に
よ
る
信
仰
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
。

今
後
も
さ
ら
に
調
査
を
重
ね
、
白
澤
避
怪
図
を
め
ぐ
る
人
々
の
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

（
本
稿
に
つ
い
て
は
日
本
民
俗
学
会
第
六
十
八
回
年
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
に
、
そ
の
後
調
査
を
重
ね
、
論
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
先
生
方
な
ら
び
に
、
資
料
の
閲
覧
・
掲
載
を
快
く
ご
許
可
く
だ
さ
っ
た
諸
氏
、
聞
き
取
り
調
査
に
ご
協
力
く

だ
さ
っ
た
諸
氏
に
こ
の
場
を
借
り
て
深
謝
の
意
を
表
し
た
い
。）

注

（
1
） 『
享
保
以
後
江
戸
出
版
書
目　

新
訂
版
』（
編
者　

朝
倉
治
彦　

大
和
博
幸　

臨
川
書
店　

一
九
九
三
）・『
享
保
以
後
大
阪
出
版
書
籍
目
録
』（
編
纂
者　

大
阪
図
書
出
版
業
組
合　

清
文
堂
出
版
株
式
会
社　

昭
和
十
一
年
五
月
二
十
五
日
発
行　

昭
和
三
十
九
年
八
月
二
十
五
日
限
定
復
刻
）・『
大
増
書
籍
目
録
』

明
和
九
年
京
都
武
村
新
兵
衛
刊
（『
斯
道
文
庫
書
誌
叢
刊
之
一　

江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
（
三
）』
編
者　

慶
應
義
塾
大
学
付
属
研
究
所
斯
道
文

庫　

発
行
所　

井
上
書
房　

昭
和
三
十
八
年
十
月
二
十
五
日
発
行
）
な
ど
に
記
述
が
見
ら
れ
る

（
2
） 『
梁
塵
秘
抄
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
和
漢
朗
詠
集　

梁
塵
秘
抄
』
所
収　

一
九
六
五　

三
九
九
頁
）

（
3
） 「
聚
長
」
は
戸
隠
独
自
の
言
い
方
で
あ
り
、
神
官
の
こ
と
。

（
4
） 

二
沢
久
昭
「『
戸
隠
霊
験
談
』（
仮
称
）
翻
刻
並
び
に
解
説
」（『
長
野
』
第
五
十
六
号
所
収　

一
九
七
四
）
に
お
け
る
二
沢
久
昭
氏
の
解
説
に
よ
り
、
戸
隠

衆
徒
・
正
智
院
・
寛
量
（
文
化
十
二
年
〜
明
治
二
十
五
年
）
が
戸
隠
山
顕
光
寺
の
命
令
な
い
し
は
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
も
と
に
編
集
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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（
5
） （
コ
ラ
ム
）「
白
澤
と
戸
隠
御
師
」（
ア
ジ
ア
遊
学
一
八
七
『
怪
異
を
媒
介
す
る
も
の
』
勉
誠
出
版　

二
〇
一
五
）

　
　

宮
本
旅
館
の
白
澤
避
怪
図
は
縦
六
八
・
〇
×
横
三
二
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
宮
澤
旅
館
の
白
澤
避
怪
図
は
縦
五
四
・
七
×
横
二
九
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、

ど
ち
ら
も
一
枚
板
の
版
木
で
あ
る
。

（
6
） 「
文
化
九
年
十
一
月　

中
院
普
賢
院
等
宛
新
版
御
影
広
布
出
入
裁
断
状
」（『
長
野
県
史　

近
世
史
料
編
第
七
巻
（
一
）
北
信
地
方
』
所
収　

長
野
県
史
刊

行
会　

一
九
八
一
）

（
7
） 「
本
坊
並
三
院
衆
徒
分
限
帳
」（『
新
編
信
濃
史
料
叢
書　

第
一
四
巻
』
所
収　

信
濃
史
料
刊
行
会　

一
九
七
六
）

（
8
） 

鈴
木
昭
英
『
修
験
道
歴
史
民
俗
論
集
3　

越
後
・
佐
渡
の
山
岳
修
験
』
法
蔵
館　

二
〇
〇
四

（
9
） 

注
八
に
同
じ

（
10
） 

山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
17
『
修
験
道
史
料
集
Ⅰ　

東
日
本
篇
』（
五
来
重　

名
著
出
版　

一
九
八
三
）

（
11
） 

湯
本
豪
一
『
日
本
幻
獣
図
説
』（
河
出
書
房
新
社　

二
〇
〇
五
）

（
12
） 

二
〇
一
六
年
七
月
二
十
三
日
、
四
日
市
市
立
博
物
館
に
お
け
る
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る

（
13
） 

大
日
本
地
誌
大
系
一
二
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
第
一
二
巻
（
蘆
田
伊
人　

雄
山
閣　

一
九
五
八　

一
七
〇
頁
）

（
14
） 「
岩
殿
山
正
法
寺
縁
由
」（『
秩
父　

武
甲
山　

総
合
調
査
報
告
書
』
下
巻　

人
文
編　

武
甲
山
総
合
調
査
会　

一
九
八
七　

三
一
一
頁
）

（
15
） 『
武
蔵
野
話
』（
斎
藤
鶴
磯　

有
峰
書
店　

一
九
七
〇　

一
六
三
頁
）

（
16
） 「
秩
父
の
歴
史
略
年
表
」（『
秩
父　

武
甲
山　

総
合
調
査
報
告
書
』
下
巻　

人
文
編　

武
甲
山
総
合
調
査
会　

一
九
八
七　

一
一
一
―
一
一
二
頁
）

（
17
） 「
秩
父
風
土
記
」（『
横
瀬
町
誌
資
料
編
（
2
）
―
江
戸
期
文
書
第
二
集
―
』
横
瀬
町　

一
九
八
一　

二
六
九
―
二
七
〇
頁
）

（
18
） 「
武
甲
山
と
護
持
史
（
三
）
武
甲
山
護
持
神
職
守
屋
家
格
式
」（『
横
瀬
町
誌
資
料
編
（
5
）
―
江
戸
期
文
書
第
五
集
―
』
横
瀬
町　

一
九
八
五　

九
九
頁
）

（
19
） 「
武
甲
山
と
護
持
史
（
三
）
武
甲
山
護
持
神
職
守
屋
家
格
式　

村
鑑
帳
面
之
写
」（『
横
瀬
町
誌
資
料
編
（
5
）
―
江
戸
期
文
書
第
五
集
―
』
横
瀬
町　

一
九
八
五　

一
〇
五
―
一
〇
六
頁
）

（
20
） 「
秩
父
の
歴
史
略
年
表
」（『
秩
父　

武
甲
山　

総
合
調
査
報
告
書
』
下
巻　

人
文
編　

武
甲
山
総
合
調
査
会　

一
九
八
七
）

（
21
） 

松
本
家
『
御
用
日
記
』
延
享
三
年
寅
年
一
月
廿
七
日
記
事
（（『
秩
父　

武
甲
山　

総
合
調
査
報
告
書
』
下
巻　

人
文
編　

武
甲
山
総
合
調
査
会　

一
九
八
七　

三
〇
三
頁
）
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（
22
） 

注
一
三
に
同
じ

（
23
） 「
寺
社
境
内
間
数
庵
宮
小
社
石
地
蔵
道
印
御
引
合
之
上
御
調
書　

御
下
書
帳　

文
化
六
年
（
一
八
〇
九
年
）　

加
藤
（
嘉
）
家
文
書
」『
横
瀬
町
誌
資
料
編

（
4
）
―
江
戸
期
文
書
第
四
集
―
』
横
瀬
町　

一
九
八
三　

二
二
三
―
二
二
五
頁
）

（
24
） 「
秩
父
志
」（『
新
訂
増
補
埼
玉
叢
書
第
一
巻
』
稲
村
坦
元
編　

国
書
刊
行
会　

一
九
七
〇　

一
五
六
―
一
五
七
頁
）

（
25
） 「
藤
原
清
雄
（
芳
賀
市
三
郎
）
著
『
天
保
巡
見
日
記
』」（『
秩
父　

武
甲
山　

総
合
調
査
報
告
書
』
下
巻　

人
文
編　

武
甲
山
総
合
調
査
会　

一
九
八
七　

三
四
四
頁
）

（
26
） 『
遊
歴
雑
記
』（『
新
編
埼
玉
県
史　

資
料
編
一
〇　

近
世
一
・
地
誌
』　

一
九
七
九　

九
二
二
頁
）

（
27
） 

二
〇
一
六
年
八
月
二
十
二
日
、
横
瀬
町
歴
史
民
俗
資
料
館
学
芸
員
深
田
芳
行
氏
と
武
甲
山
御
嶽
神
社
宮
司
斎
藤
国
弘
氏
に
対
し
て
武
甲
山
御
嶽
神
社
里
宮

社
務
所
に
お
い
て
行
っ
た
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

（
28
） 

二
〇
一
六
年
八
月
二
十
二
日
、
武
甲
山
御
嶽
神
社
に
て
入
手
し
た
「
武
甲
山
御
嶽
神
社
参
拝
の
し
お
り
」
や
「
秩
父
の
歴
史
略
年
表
」
な
ど
の
関
係
資
料

に
蔵
王
権
現
や
熊
野
権
現
の
再
建
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
大
風
や
台
風
に
よ
る
倒
壊
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
武
甲
山
御
嶽

神
社
参
拝
の
し
お
り
」
に
は
、
一
六
九
九
年
に
蔵
王
権
現
が
大
風
に
よ
り
大
破
し
た
際
に
は
、
そ
の
再
建
の
た
め
に
頼
母
子
講
が
行
わ
れ
た
と
い
う
記
述
も

見
ら
れ
る
。

（
29
） 

注
二
七
に
同
じ

（
30
） 「
秩
父
の
歴
史
略
年
表
」（『
秩
父　

武
甲
山　

総
合
調
査
報
告
書
』
下
巻　

人
文
編　

武
甲
山
総
合
調
査
会　

一
九
八
七
）

（
31
） 

注
二
九
に
同
じ

（
32
） 

注
二
六
に
同
じ

（
33
） 『
秩
父　

武
甲
山　

総
合
調
査
報
告
書
』
下
巻　

人
文
編　

武
甲
山
総
合
調
査
会　

一
九
八
七　

三
五
五
頁
な
ら
び
に
斎
藤
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
よ
り

（
34
） 

清
水
武
甲
「
武
甲
山
と
神
奈
備
信
仰
」（
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
8
『
日
光
山
と
関
東
の
修
験
道
』
一
九
八
六
第
三
刷
）

（
35
） 

村
上
達
哉
「
加
藤
樹
家
護
符
に
み
る
子
ノ
権
現
・
竹
寺
・
嵩
山
不
動
へ
の
信
仰
に
つ
い
て
」（『
飯
能
市
郷
土
館
研
究
紀
要　

第
六
号
』
飯
能
市
郷
土
館　

二
〇
一
五
）・
飯
能
市
郷
土
館
収
蔵
資
料
目
録
6　

民
俗
資
料
目
録
2
『
護
符
・
版
木
な
ど
』
飯
能
市
郷
土
館　

二
〇
一
六
）

（
36
） 

飯
能
市
郷
土
館
収
蔵
資
料
目
録
6　

民
俗
資
料
目
録
2
『
護
符
・
版
木
な
ど
』（
飯
能
市
郷
土
館　

二
〇
一
六
）
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（
37
） 

飯
能
市
郷
土
館
収
蔵
資
料
目
録
6　

民
俗
資
料
目
録
2
『
護
符
・
版
木
な
ど
』（
飯
能
市
郷
土
館　

二
〇
一
六
）
六
四
―
六
六
頁
に
お
い
て
、村
上
氏
は
「
第

四
表　

各
神
社
よ
り
配
布
さ
れ
た
護
符
の
点
数
」
と
し
て
、
加
藤
樹
家
護
符
に
含
ま
れ
る
護
符
を
寺
社
ご
と
に
点
数
や
護
符
総
体
の
中
で
の
割
合
を
挙
げ
て

い
る
が
、
さ
ら
に
所
在
地
に
よ
っ
て
「
居
住
地
区
」「
近
隣
地
区
」「
隣
接
市
町
」「
埼
玉
県
内
」「
関
東
地
方
」
と
徐
々
に
範
囲
を
拡
大
し
、
さ
ら
に
地
方
ご

と
に
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
所
在
地
不
明
資
料
を
の
ぞ
け
ば
、
関
東
地
方
・
近
隣
地
区
に
つ
い
で
隣
接
市
町
の
護
符
の
割
合
が
多
く
、
さ

ら
に
、
武
甲
山
御
嶽
神
社
の
護
符
は
、
隣
接
市
町
と
し
て
分
類
さ
れ
た
三
五
ヶ
所
の
な
か
で
は
三
峯
神
社
・
武
蔵
御
嶽
神
社
・
昌
安
寺
に
つ
い
で
点
数
が
多

く
、
同
数
は
秩
父
神
社
と
高
水
山
常
福
院
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
38
） 

佐
々
木
聡
「『
白
沢
図
』
を
め
ぐ
る
辟
邪
文
化
の
変
遷
と
受
容
」（『
日
本
中
国
学
会 

第
一
回
若
手
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
―
中
国
学
の
新
局
面
― 

』

二
〇
一
二
）

（
39
） 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
東
洋
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
久
野
俊
彦
氏
か
ら
福
島
県
南
会
津
郡
只
見
町
の
医
家
で
あ
る
原
田
家
の
四
代
目
了
玄
が
松
山
村
の

名
主
で
あ
り
絵
師
文
人
で
も
あ
る
佐
々
木
松
夕
の
も
と
で
写
し
た
『
白
沢
之
修
文
』
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
、
内
容
は
戸
隠
や
八
海
山
の
白
澤
避
怪
図
と
同

様
の
『
渉
世
録
』
の
文
章
で
あ
る
（
只
見
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
21
集
『
医
家
原
田
家
書
籍
目
録
』
福
島
県
只
見
町
教
育
委
員
会　

二
〇
一
六
）
こ
れ
に

つ
い
て
も
今
後
調
査
し
、
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

（
40
） 

二
〇
一
六
年
八
月
二
十
一
日
、
飯
能
市
郷
土
館
に
お
け
る
資
料
調
査
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。

（
41
） 

注
二
七
に
同
じ

（
42
） 『
旅
行
用
心
集
』
八
隅
蘆
庵
（
生
活
の
古
典
叢
書
3
『
旅
行
用
心
集
』　

解
説
・
注　

今
井
金
吾　

発
行
所　

八
坂
書
房　

一
九
六
二　

四
八
頁
）

（
43
） 

日
本
地
図
選
集
『
徳
川
治
世
諸
国
道
中
細
見
絵
図
集
』（
人
文
社　

一
九
七
一
）


